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緊急事態宣言が解除
「新たな日常」へ再始動

市民の皆様へ　新たな生活様式の実践を

鴨川市長から市民皆様へのメッセージ

事業者の皆様へ　感染防止の取り組みを

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により発令されていた 「緊急事態宣言」 が、 ５月25日に解除されまし
た。 当初予定されていた５月31日を待たずに宣言が解除されましたのは、 外出自粛をはじめ日常生活で感染予
防の行動を徹底された市民の皆様の努力、 施設休業や営業自粛に対応された事業者の皆様のご協力、 そして
医療現場で日々奮闘いただいております医療関係者の皆様のご尽力によるものであり、 心から感謝申し上げま
す。
　市では、 県内の感染状況などを踏まえ、 休止している公共施設を段階的に再開しています。 また、 これまで営
業を休止していた商業施設等が営業を再開するなど、 徐々にではありますが、 社会経済活動も、 元の日常に戻
る兆しが見えてきております。
　しかしながら、 新型コロナウイルスが、 私たちの周りからなくなったわけではありません。 第2波、 第３波の流行
の恐れは常にある状況で、 再び流行期に入った場合には、 緊急事態宣言が再度発令されることも予想されてい
ます。 ここで気を緩めることなく、 市民皆様には、 国が示した 「新しい生活様式」 （4 ・ 5ページで紹介） を取り
入れていただき、 引き続き、 感染拡大を防止する行動をお願いするとともに、 新たなステージに力強く踏み出し
ていくことが大切です。
　市では、 引き続き、 市民の皆様の命と健康を守るための対策に取り組むとともに、 市内の社会経済活動を段
階的に引き上げていくための施策にも積極的に取り組んでいきます。 市民の皆様には、 感染を防ぎつつ、 かけ
がえのない日々の暮らしを取り戻すため、 お互いを思いやる気持ちをもち、 今後も冷静に行動してくださるよう、
お願いいたします。
　なお、 市では、 鴨川シーワールドとの連携事業として、 ６月３０日まで、 鴨川シーワールドへ市民を無料で招待
しています。 外出自粛や臨時休校が続いた市民皆様に、 少しでもリフレッシュしていただき、 また、 改めて地域
の観光施設の魅力を再発見していただこうと企画したものです。期間中は何度でも無料で入場できます。どうぞ、
ご利用ください。 （詳しくは、 最終ページへ）

鴨川市長　　　　　　　　　　　　　　　　

　国の専門家会議の提言で、新型コロナウイルス感染症は、再度感染が拡大する可能性もあるため、「新しい生活様

式」へ移行する必要があるとして、具体的な実践例が示されました。

　４・５ページに記載している「新しい生活様式の実践例」を参考に、引き続き、３つの密の回避や人と人との距離の確

保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした基本的な感染対策を継続してください。

　施設の使用停止要請の解除については、施設種類区分により段階的に実施しています。詳しくは、千葉県のホーム

ページ「協力要請について（５月25日）」を参照してください。在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤など、人

との接触を低減する取り組みを推進するとともに、職場や店舗に関して、業種別の感染拡大予防ガイドラインなどを

踏まえ、感染拡大防止のための取り組みを適切に行ってください。

≪食堂・レストラン・居酒屋などの事業主の方へ≫

　午後10時以降は、酒類の提供を控えていただくよう、お願いします。今後は、近隣都県の状況を踏まえて検討され

ます。 
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市主催イベントなどの

中止 ・延期

公共施設などの

利用を再開しています
　市では、 利用を休止していた以下の公共施設などについて、 利用を再開しています。 再開にあたっては、

各公共施設で、 手指消毒の実施や持参マスクの着用のお願い、 使用後の消毒、 30 分ごとの換気、 密集 ・

密接 ・密閉の防止のための人数制限など、 感染予防対策を行いますので、 ご協力をお願いします。

　いずれの施設も市民のみの限定利用となります。

　県内の感染状況などにより、 変更する場合がありますので、 ご了承ください。

　市が主催するイベントなどについては、 感染防止対策に留意し、 対策を講じ

たうえで開催します。 以下のイベントや事業については、 中止 ・ 延期となりま

す。 下表にないイベントなどについても、 中止 ・ 延期などの対応を行う場合

があります。

施　　設 注意点 問い合わせ

市立図書館
・市内在勤・在学の方も利用可
・同一時間帯の入館の人数制限
・閲覧席を半減して利用

市立図書館〔☎（7092）0312〕

総合運動施設・社会体育施設 ・屋内外利用可 スポーツ振興課〔☎（709３）５１１１〕

魚見塚一戦場公園
（テニスコート・体育館・多目的室）

・屋内外利用可 魚見塚一戦場公園〔☎（7093）1678〕

ふれあいセンター・福祉センター・
江見老人憩いの家・天津小湊保健
福祉センター

・入浴サービスを除く
・会議室のみ

健康推進課〔☎（7093）7111〕

コミュニティセンター小湊 天津小湊支所〔☎（7094）0511〕

公民館
・ 合唱、コーラス、ダンスでの利
用は不可

各公民館
生涯学習課〔☎（7094）0515〕

郷土資料館・文化財センター ・団体の利用は不可
郷土資料館・文化財センター
〔☎（7093）3800〕

わんぱくハウス
生涯学習課〔☎（7094）0515〕

青少年研修センター

名　称 予定日 対　応 問い合わせ

鴨川市納涼花火鴨川大会 ７月２９日 （水） 中　止 商工観光課〔☎（7093）7837〕

第２３回鴨川市民ゴルフ大会 8 月上旬 中　止
スポーツ振興課

〔☎（7093）5111〕

プレナスなでしこリーグ２部
リーグ戦 （第１節～９節） 延　期 ( ７月以降 ) オルカ鴨川FC事務局

〔☎（7099）2350〕カップ戦 （全試合） 中　止

（令和 2 年 6 月 5 日現在）※鯛バス ・ 移動教室バスは当面の間、 利用不可







鴨 川
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■専用電話番号　〔☎（7093）7862〕

　（午前9時～午後5時、月曜日～金曜日・祝日を除く）

新型コロナウイルス感染症の影　響でお困りの方の電話相談窓口

問い合わせ内容 事業名 担当課 電話番号 内　　容

個
人
の
申
請
が
必
要

生
活
支
援

① 国から給付される 10 万円について 給付 特別定額給付金 特別定額給付金受付窓口 ☎（7092）0510 国民１人あたり、 １０万円を給付　郵送またはオンライン申請による口座振込 ①

② 児童手当について 給付
子育て世帯への臨時特別給付金　
+ 応援給付金

子ども支援課 ☎（7093）7113
令和２年 3 ・ ４月分の児童手当 （特例給付を除く） を受給する世帯に、 児童１人につき１万円
+ 市独自の応援給付金として 5,000 円を上乗せ合計 15,000 円を給付

②

③ 布製マスクについて 配布 布マスク全戸配布事業
布マスクの全戸配布に関す
る電話相談窓口

☎0120（551）299 全世帯に布製マスク 2 枚を郵便で配布 ③

④ 休業などで生活費が足りない 貸付 福祉資金コロナ特例貸付 貸付額   5 万円以内 ④

⑤ 休業で家計が維持できない 貸付 緊急小口資金 （特例） 市社会福祉協議会 ☎（7093）0606 貸付額　２０万円以内 ⑤

⑥ 失業で家計が維持できない 貸付 総合支援資金 （特例） 貸付額　単身 ： 月１５万円以内、 複数 ： 月２０万円以内 （原則３カ月以内） ⑥

⑦ 離職や休業などで家賃が払えない 給付 住居確保給付金 福祉総合相談センター ☎（7093）1200
家賃を大家などへ代理納付 （原則３カ月）
世帯の人数に応じて上限３万 7,200 円～４万 8,400 円を収入額に応じて調整した額で給付

⑦

⑧ 国民年金が払えない 免除 国民年金保険料の免除 市民生活課 ☎（7093）7839 令和２年 2 月分～ 6 月分までの支払いを免除 （学生は令和 2 年 2 月分～ 3 年 3 月分まで） ⑧

⑨ 市税が払えない 猶予 徴収猶予の特例制度 税務課 ☎（7093）7832
収入に相当な減少があり、 一時的に市税の納付を行うことが困難な場合は、 令和 2 年 2 月
1 日～令和 3 年 1 月 31 日に納期限を迎える市税について、 1 年間、 無担保 ・ 延滞金なし
で徴収猶予を受けられる場合があります

⑨

⑩ 公共料金が支払えない 相談 公共料金の支払いに関する相談 各社 ・ 各窓口へ
NHK 受信料や民間放送事業者、 電気、 ガス、 水道、 電話代の支払いが難しい場合、 延長
できる場合があります

⑩

⑪ 運転免許証の更新に行けなかった 措置 運転免許証の有効期間の延長措置
千葉県警察ホームページへ 郵送による申請

≪失効前≫更新期限が令和 2 年 3 月 13 日～ 7 月 31 日の間にある方で、 更新期限前に申
請書を提出することで更新期限が延長

⑪

千葉県運転免許センター ☎043（274）2000 ≪失効後≫免許センター窓口で受付

⑫ 自動車を車検に出せなかった 措置
自動車検査証の有効期限の延長措
置

関東運輸局 ☎045（211）7255
有効期限が令和 2 年 2 月 28 日～ 6 月 30 日の期間にある自動車検査証を、 同年 7 月 1
日まで伸長

⑫

事
業
主
の
申
請
が
必
要

休業
補償

⑬ 休業 ・ 自粛で売上が半減した 給付 千葉県中小企業再建支援金 商工観光課 ☎（7093）7837
ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減少している事業者に最大 40 万円
+ 市独自の上乗せ給付として最大２０万円　合計６０万円 （最大） を給付

⑬

資
金
繰
り

⑭
売上が半減したが、 事業を続けた
い

給付 国の持続化給付金

受付専用ダイヤル
（自動ガイダンス）

☎0120（835）130
（24時間受付） ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減

少している事業者で、 今後も事業を継続する
意思がある事業者に給付
※電子申請のみ上限 ： 中小企業最大 200 万
円、 個人事業主最大 100 万円

≪電子申請ができない方≫
近隣のサポート会場　館山会場番号 〔1215〕
　　　　　　　　　　　　　　君津会場番号 〔1218〕 ⑭

電話予約窓口
（オペレーター対応）

☎0570（077）866
（9：00～18：00受付）

商工観光課 （予約専用） ☎ (7093)7836
≪ PC ・ スマホ持ってる個人事業主≫
市が申請手続きをサポート

⑮ 資金繰りのため、 融資を受けたい

融資
≪商工関係≫セーフティネット保証
4 号 （突発災害）・5 号 （業況悪化）・
危機関連

商工観光課 ☎（7093）7837
≪金融機関が代理で申請する≫
【4 号】 100％保証 （前年比 20％～売上減） 【5 号】 80％保証 （前年比５％～売上減）
【危機関連】　100％保証 （前年比 15％～売上減）

⑮融資
≪農業関係≫
農業者への支援策

江見支店 ☎（7096）1122

最寄りの農業協同組合 （安房農協） へ
長狭支店 ☎（7097）1147

鴨川支店 ☎（7092）3531

小湊支店 ☎（7095）2953

融資
≪漁業関係≫ 
漁業者への支援策

千葉支店 ： 農林水産事業 ☎043（238）8501 （株） 日本政策金融公庫

千葉県信漁連営業部 ☎043（242）5267 千葉県信用漁業協同組合連合会 （信漁連）

⑯ 市税が払えない 猶予 徴収猶予の特例制度 税務課 ☎（7093）7832
収入に相当な減少があり、 一時的に市税の納付を行うことが困難な場合は、 令和 2 年 2 月
1 日～令和 3 年 1 月 31 日に納期限を迎える市税について、 1 年間、 無担保 ・ 延滞金なし
で徴収猶予を受けられる場合があります

⑯

⑰ 農業保険が払えない 猶予 農業保険の保険料等の支払期限の延長 千葉県農業共済組合本所 ☎043（245）7447 農業保険 （収入保険、 農業共済） の保険料等の支払期限を延長 ⑰

⑱ 厚生年金 ・ 労働保険料が払えない 猶予
厚生年金保険料 ・ 労働保険料等の
猶予制度

厚生年金保険料納付猶予相談窓口 ☎0570（666）228 収入に相当な減少があり、 一時的に保険料などを納付することが困難な場合は、 納付の猶
予を受けられる場合があります。

⑱
労働保険徴収課 ☎043（221）4317

⑲感染が心配なとき 相談 帰国者 ・ 接触者相談センター
安房健康福祉センター ☎０４７０（２２）４５１１ 千葉県コロナウイルス感染症電話相談窓口 （コールセンター）

24 時間対応
☎ 0570 （200） 613

⑲
鴨川地域保健センター ☎（７０９２）４５１１

8 ・ 9 ページ
見開きで

ご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影　響でお困りの方の電話相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の影響による生活支援や休業補償、 公共施設の休止状況、 イベントの中

止 ・ 延期の情報など、 お困り事や問い合わせについて幅広くご相談に応じるほか、 相談内容に沿った

適切な窓口をご案内します。 相談内容が明確な場合は、 直接、 下記の担当窓口などへ問い合わせを。

問い合わせ内容 事業名 担当課 電話番号 内　　容

個
人
の
申
請
が
必
要

生
活
支
援

① 国から給付される 10 万円について 給付 特別定額給付金 特別定額給付金受付窓口 ☎（7092）0510 国民１人あたり、 １０万円を給付　郵送またはオンライン申請による口座振込 ①

② 児童手当について 給付
子育て世帯への臨時特別給付金　
+ 応援給付金

子ども支援課 ☎（7093）7113
令和２年 3 ・ ４月分の児童手当 （特例給付を除く） を受給する世帯に、 児童１人につき１万円
+ 市独自の応援給付金として 5,000 円を上乗せ合計 15,000 円を給付

②

③ 布製マスクについて 配布 布マスク全戸配布事業
布マスクの全戸配布に関す
る電話相談窓口

☎0120（551）299 全世帯に布製マスク 2 枚を郵便で配布 ③

④ 休業などで生活費が足りない 貸付 福祉資金コロナ特例貸付 貸付額   5 万円以内 ④

⑤ 休業で家計が維持できない 貸付 緊急小口資金 （特例） 市社会福祉協議会 ☎（7093）0606 貸付額　２０万円以内 ⑤

⑥ 失業で家計が維持できない 貸付 総合支援資金 （特例） 貸付額　単身 ： 月１５万円以内、 複数 ： 月２０万円以内 （原則３カ月以内） ⑥

⑦ 離職や休業などで家賃が払えない 給付 住居確保給付金 福祉総合相談センター ☎（7093）1200
家賃を大家などへ代理納付 （原則３カ月）
世帯の人数に応じて上限３万 7,200 円～４万 8,400 円を収入額に応じて調整した額で給付

⑦

⑧ 国民年金が払えない 免除 国民年金保険料の免除 市民生活課 ☎（7093）7839 令和２年 2 月分～ 6 月分までの支払いを免除 （学生は令和 2 年 2 月分～ 3 年 3 月分まで） ⑧

⑨ 市税が払えない 猶予 徴収猶予の特例制度 税務課 ☎（7093）7832
収入に相当な減少があり、 一時的に市税の納付を行うことが困難な場合は、 令和 2 年 2 月
1 日～令和 3 年 1 月 31 日に納期限を迎える市税について、 1 年間、 無担保 ・ 延滞金なし
で徴収猶予を受けられる場合があります

⑨

⑩ 公共料金が支払えない 相談 公共料金の支払いに関する相談 各社 ・ 各窓口へ
NHK 受信料や民間放送事業者、 電気、 ガス、 水道、 電話代の支払いが難しい場合、 延長
できる場合があります

⑩

⑪ 運転免許証の更新に行けなかった 措置 運転免許証の有効期間の延長措置
千葉県警察ホームページへ 郵送による申請

≪失効前≫更新期限が令和 2 年 3 月 13 日～ 7 月 31 日の間にある方で、 更新期限前に申
請書を提出することで更新期限が延長

⑪

千葉県運転免許センター ☎043（274）2000 ≪失効後≫免許センター窓口で受付

⑫ 自動車を車検に出せなかった 措置
自動車検査証の有効期限の延長措
置

関東運輸局 ☎045（211）7255
有効期限が令和 2 年 2 月 28 日～ 6 月 30 日の期間にある自動車検査証を、 同年 7 月 1
日まで伸長

⑫

事
業
主
の
申
請
が
必
要

休業
補償

⑬ 休業 ・ 自粛で売上が半減した 給付 千葉県中小企業再建支援金 商工観光課 ☎（7093）7837
ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減少している事業者に最大 40 万円
+ 市独自の上乗せ給付として最大２０万円　合計６０万円 （最大） を給付

⑬

資
金
繰
り

⑭
売上が半減したが、 事業を続けた
い

給付 国の持続化給付金

受付専用ダイヤル
（自動ガイダンス）

☎0120（835）130
（24時間受付） ひと月の売り上げが前年同月比で 50％以上減

少している事業者で、 今後も事業を継続する
意思がある事業者に給付
※電子申請のみ上限 ： 中小企業最大 200 万
円、 個人事業主最大 100 万円

≪電子申請ができない方≫
近隣のサポート会場　館山会場番号 〔1215〕
　　　　　　　　　　　　　　君津会場番号 〔1218〕 ⑭

電話予約窓口
（オペレーター対応）

☎0570（077）866
（9：00～18：00受付）

商工観光課 （予約専用） ☎ (7093)7836
≪ PC ・ スマホ持ってる個人事業主≫
市が申請手続きをサポート

⑮ 資金繰りのため、 融資を受けたい

融資
≪商工関係≫セーフティネット保証
4 号 （突発災害）・5 号 （業況悪化）・
危機関連

商工観光課 ☎（7093）7837
≪金融機関が代理で申請する≫
【4 号】 100％保証 （前年比 20％～売上減） 【5 号】 80％保証 （前年比５％～売上減）
【危機関連】　100％保証 （前年比 15％～売上減）

⑮融資
≪農業関係≫
農業者への支援策

江見支店 ☎（7096）1122

最寄りの農業協同組合 （安房農協） へ
長狭支店 ☎（7097）1147

鴨川支店 ☎（7092）3531

小湊支店 ☎（7095）2953

融資
≪漁業関係≫ 
漁業者への支援策

千葉支店 ： 農林水産事業 ☎043（238）8501 （株） 日本政策金融公庫

千葉県信漁連営業部 ☎043（242）5267 千葉県信用漁業協同組合連合会 （信漁連）

⑯ 市税が払えない 猶予 徴収猶予の特例制度 税務課 ☎（7093）7832
収入に相当な減少があり、 一時的に市税の納付を行うことが困難な場合は、 令和 2 年 2 月
1 日～令和 3 年 1 月 31 日に納期限を迎える市税について、 1 年間、 無担保 ・ 延滞金なし
で徴収猶予を受けられる場合があります

⑯

⑰ 農業保険が払えない 猶予 農業保険の保険料等の支払期限の延長 千葉県農業共済組合本所 ☎043（245）7447 農業保険 （収入保険、 農業共済） の保険料等の支払期限を延長 ⑰

⑱ 厚生年金 ・ 労働保険料が払えない 猶予
厚生年金保険料 ・ 労働保険料等の
猶予制度

厚生年金保険料納付猶予相談窓口 ☎0570（666）228 収入に相当な減少があり、 一時的に保険料などを納付することが困難な場合は、 納付の猶
予を受けられる場合があります。

⑱
労働保険徴収課 ☎043（221）4317

⑲感染が心配なとき 相談 帰国者 ・ 接触者相談センター
安房健康福祉センター ☎０４７０（２２）４５１１ 千葉県コロナウイルス感染症電話相談窓口 （コールセンター）

24 時間対応
☎ 0570 （200） 613

⑲
鴨川地域保健センター ☎（７０９２）４５１１
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配
布
し
て
い
ま
す

３
月
議
会
の
会
議
録

簡
易
耐
震
診
断
な
ど

「
建
築
士
の
無
料
相
談
」

６
／
23
～
29
は

男
女
共
同
参
画
週
間

お
控
え
く
だ
さ
い

古
着
の
排
出

８
／
31
ま
で
に
手
続
き
を

労
働
保
険
の
年
度
更
新

　

「
令
和
２
年
第
１
回
市
議
会

定
例
会
（
３
月
議
会
）
」
の
会
議

録
を
市
役
所
５
階
の
議
会
事
務

局
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
費
用

は
無
料
で
す
。

　

ま
た
、
閲
覧
用
の
会
議
録
を

各
公
民
館
に
も
備
え
て
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

議
会
事
務
局

〔
☎
（
７
０
９
３
）
７
８
２
５
〕
へ

■
日
時　

７
月
９
日
（
木
）
午
後

１
時
か
ら
３
時
ま
で

■
場
所　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

■
内
容
（
費
用
は
無
料
）

▽
住
宅
購
入
前
の
基
礎
知
識

▽
木
造
住
宅
の
簡
易
耐
震
診
断

▽
リ
フ
ォ
ー
ム
の
相
談　

な
ど

※
相
談
希
望
者
は
７
月
７
日

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世

界
的
感
染
拡
大
に
伴
い
、
国
内

外
で
の
古
着
の
流
通
が
滞
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
古
着

の
リ
サ
イ
ク
ル
が
困
難
な
状
況

で
す
。

　

当
面
の
間
、
古
着
は
排
出
せ

ず
、
ご
家
庭
で
の
保
管
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

　

リ
サ
イ
ク
ル
が
可
能
と
な
っ

た
場
合
に
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

鴨
川
清
掃
セ

ン
タ
ー
〔
☎
（
７
０
９
３
）
５
３

０
０
〕
へ

　

千
葉
労
働
局
で
は
、
各
事
業

主
の
方
へ
、「
年
度
更
新
申
告

書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
前
年
度
の
保
険
料

の
精
算
と
今
年
度
の
見
込
み
保

険
料
（
概
算
保
険
料
）
を
算
出
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。
８
月
31

日
（
月
）
ま
で
に
、
同
局
徴
収
課

や
各
労
働
基
準
監
督
署
、
最
寄

り
の
金
融
機
関
を
通
じ
て
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

同
局
労
働
保

険
徴
収
課
〔
☎
０
４
３
（
２
２

１
）
４
３
１
７
〕
ま
た
は
同
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

　

６
月
23
日
か
ら
29
日
ま
で
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す
。

　

今
年
度
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
は
、「
そ
っ
か
。
い
い
人
生
は
、

い
い
時
間
の
使
い
方
な
ん

だ
。
」
と
「
ワ
ク
ワ
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
で
す
。

　

職
場
や
学
校
、
地
域
、
家
庭

な
ど
で
、
誰
も
が
個
性
と
能
力

を
発
揮
で
き
る
「
男
女
共
同
参

画
社
会
」
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
取

り
組
み
が
必
要
で
す
。
男
女
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、

こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。

　

な
お
市
で
は
、
新
た
な
男
女

共
同
参
画
計
画
の
策
定
に
向
け
、

今
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す

る
予
定
で
す
。
調
査
の
対
象
や

実
施
時
期
な
ど
詳
し
く
は
、

追
っ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
火
）
ま
で
に
予
約
が
必
要
。
簡

易
耐
震
診
断
を
希
望
す
る
場
合

は
、
建
物
の
平
面
図
を
用
意
し
、

市
役
所
２
階
の
都
市
建
設
課

〔
☎
（
７
０
９
３
）
７
８
３
５
〕
へ

宝くじ助成事業を活用して

コミュニティ活動の充実に
　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの収益金を活用し

たコミュニティ助成事業（宝くじ助成）を実施しています。

　令和３年度に、集会施設を建設したい、新しく備品を購入したい

など、この事業を活用したい団体は、申請書類を８月31日（月）ま

でに、市民交流課〔☎（7093）7822〕へ提出してください。申請書

類は同課で配布するほか、市ホームページからもダウンロードで

きます。事業の内容や条件など、詳しくはご相談ください。申請内

容については、必ず採択されるとは限りませんのでご了承くださ

い。

　なお、令和３年度の事業実施については、自治総合センターから

８月ごろに発表される予定です（事業が実施されない場合や条件

などに変更が生じる場合があります）。

納税はお早めに

･市 県 民 税   第１期

　土・日曜日、祝日の納付は、納
税通知書を持参のうえ、市役所１
階の総合窓口をご利用ください。
○問 税務課 〔☎（7093）7832〕へ

6月の納期 6/30（火）

▲令和元年度に宮区が改修した屋台・大太鼓・小太鼓
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